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Ⅰ　は じ め に

近年の「働き方改革」においては，ワークライ
フ・バランス（WLB）を改善するとともにライフ
ステージに合った仕事の選択を可能にするため，
長時間労働の是正に加えて「柔軟な働き方」がで
きる環境を整備する必要性が強調されてきた。最

特集●あらためて賃金の「上がり方」を考える

柔軟な働き方は賃金をどう変化させ
るか

本稿は，柔軟な働き方と賃金の関係を，①生産性と賃金の均衡，②働き方への補償賃金と
いう 2 つの観点から概説する。柔軟な働き方の確立した定義はないが，典型的なのは短時
間労働，フレックスタイム，時差出勤など「時間の柔軟性」，転勤の有無の選択，テレワー
クなど「場所の柔軟性」の 2 つである。柔軟な働き方が生産性を高める効果を持つという
因果的なエビデンスは乏しく，柔軟な働き方が生産性向上を通じて広範な労働者の賃金を
高めることを期待するのは無理がある。また，柔軟な働き方は高学歴・高所得の大企業ホ
ワイトカラーの生産性に有利に働くため，経済格差を拡大する可能性が高い。ただし，柔
軟な働き方が生産性を低下させるというエビデンスもなく，従業者のアメニティ改善に寄
与する。つまり柔軟な働き方は，賃金以外の面での労働者の処遇改善と理解した方が良い。
過去の実証研究は，柔軟な働き方に対する労働者の支払意思額（WTP）が存在すること
を示している。WTP には個人差が大きいが，平均的には賃金の 10 ～ 20％の WTP とい
う研究結果が多い。労働者が仕事のアメニティを重視する傾向が強まると，賃金の上昇率
が抑制される可能性があることを示唆している。ただし，これは労働者の選好を反映した
ものであり，労働者の効用を低下させるわけではない。換言すると，労働者の経済厚生と
いう意味では，賃金だけを指標とすべきではない。

森川　正之
（一橋大学教授／経済産業研究所所長）

近の主な焦点はテレワークと兼業・副業だった
が，従来から存在するフレックスタイムや各種
休暇制度も含まれる。本稿は，「賃金の上がり方」
という特集テーマに関連して，柔軟な働き方と賃
金の関係について，内外の研究を踏まえつつ概説
する。生産性と賃金の均衡，働き方への補償賃金
という 2 つの観点から議論する。
「柔軟な働き方」の確立した定義や外延はない

が，①働く時間の柔軟性，②働く場所の柔軟性
の 2 つが代表的である。働く時間の柔軟性は，労
働時間の長さや勤務日・時間帯を選択できること
で，短時間労働，フレックスタイム，時差出勤，
育児休暇制度などが含まれる。働く場所の柔軟性
としては，転勤の有無など勤務地の選択，テレワ
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ークなどが含まれる。新型コロナウイルス感染症
（以下「新型コロナ」）の下，人と人との接触を削
減する目的で急拡大した在宅勤務は働く場所の柔
軟性，時差通勤は働く時間の柔軟性と関連する。
柔軟な働き方はいずれも労働者にとってのアメニ
ティが高い就労形態と言える。

柔軟な働き方は，出産・子育て世代女性の就
労継続という観点から議論されることが多かっ
たが，最近は高齢者の就労年齢の延伸との関
係が重要になっている。例えば，Hudomiet et 
al.（2019）は，米国のサーベイ・データを用いた
分析により，柔軟な労働時間へのアクセスは高齢
者の引退の意思決定に大きく影響しており，仮に
全ての労働者が柔軟な労働時間にアクセスできれ
ば，70 歳以上の就労率は 15％ポイント高くなる
と試算している。Ameriks et al.（2020）も，米
国の高齢者は就労スケジュールが柔軟ならば就労
したいという強い意向を持っていることを示して
いる。すなわち非就労高齢者の約 60％は柔軟な
働き方が可能ならば仕事に復帰したいと考えてお
り，20％の人は時間当たり賃金が 20％低下して
も働くことを希望しているという結果を報告して
いる。米国以上に人口高齢化が進行している日本
では，高齢者の就労率を向上することの重要性は
一層高い。

柔軟な働き方と賃金の関係をめぐっては，①生
産性と賃金の均衡，②異なる働き方への補償賃金
という 2 つの大きな論点がある。生産性と賃金の
間には，長期時系列で見ても，国・産業・企業の
クロスセクションで見ても強い正の相関関係があ
る。つまり柔軟な働き方の賃金に対する効果を考
える際，まずはそれが生産性を高めるのかどうか
がポイントになる。一方，補償賃金（「ヘドニッ
ク賃金」とも言われる）とは，労災のリスクが高
い危険な仕事や雇用が不安定な仕事など労働者が
望まない仕事（ディスアメニティ）に対して，そ
れを補償するような賃金プレミアムが生じると
いう考え方である（代表的なサーベイ論文は Rosen  
1986）。逆に言えば，フレックスタイム，テレワ
ークといった柔軟な働き方は労働者にとってアメ
ニティが高く希望する人が多いので，生産性が同
じだとすれば，負の補償賃金（賃金ディスカウン

ト）が生じることになる。柔軟な働き方が賃金に
どう影響するかを考えるに当たっては，これら 2
つの論点を分けて考えるのが有益である。

以下，Ⅱでは最近の日本における柔軟な働き方
の実態を概観する。Ⅲでは，柔軟な働き方と生産
性の関係について，これまでの研究を通じてわか
ってきたことを整理する。Ⅳでは，柔軟な働き方
に対する補償賃金の有無や大きさについて，内外
の実証研究を踏まえつつ議論する。最後にⅤで
は，新型コロナの下で急速に進んだ在宅勤務が今
後の賃金に及ぼす含意を考察して結びとする。

Ⅱ　日本における柔軟な働き方の現状

本節では，柔軟な働き方が日本でどの程度普
及しているのか，どのような属性の人，どうい
う企業に勤める人が柔軟な働き方をしているの
かを，筆者が行ってきたいくつかのサーベイ・デ
ータに基づいて概観する。最初に個人を対象とし
て 2017 年に調査した結果を紹介する 1）。回答者
1 万人強のうち就労者（6856 人）に対して，就労
スケジュールの不確実性（急な残業の有無・頻度）
やテレワークの実施状況を尋ねている。

伝統的な日本企業の正社員にとって，上司や取
引先との関係で予期せざる急な残業があるのは当
然視されていた。これは企業側から見れば柔軟で
好都合な働き方だが，労働者にとってはプライベ
ートな時間使用の自由度が制約される拘束の強い
働き方である。分析結果によれば，予期せざる急
な残業が頻繁に又は時々ある人は就労者のうち
52％で，正社員・正職員に限ると 66％にのぼる。
個人特性別に見ると，年齢別には 50 歳以上，就
労形態別には非正社員，週労働時間の短い人ほど
予期せざる残業の頻度が少ない（＝拘束が少ない）
傾向がある。一方，就労形態などをコントロール
すると性別による有意差は見られなかった。時間
的拘束の強い働き方を避けるため，正社員以外の
就労形態を選択している女性が少なくないことを
示唆している。

テレワークを行っている人は全就労者のうち 8
％に過ぎなかった。サンプルには自営業主や小規
模企業の経営者も含まれているので，それらを除
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く一般の雇用者に限って集計すると 5％にとどま
っていた。テレワークが望ましいと考える人（38
％）は望ましくないと考える人（12％）よりもず
っと多いので，希望している人の中でテレワーク
を実際にできている人は少数であった。性別や年
齢による違いは小さいが，高学歴者（特に大学院
卒業者），賃金の高い人ほどテレワーク実施確率
が高い。また，勤務地の人口密度はテレワークの
重要な決定要因で，東京をはじめとする大都市に
勤務する人ほどテレワーク実施確率が高い。

2020 年初めに個人を対象に実施した追加的な
調査では，職場における「働き方改革」の進展の
有無を尋ねている 2）。働き方改革の類型毎に調査
していないという限界を留保しておく必要がある
が，回答者の約半数（47％）が勤務先において働
き方改革が進んでいると認知していた。個人特性
別には，年収が高い人ほど，大卒・大学院卒の高
学歴者ほど，働き方改革が進んでいると回答する
傾向が強かった。

以上は個人を対象にしたものだが，日本企業に
対しても「働き方改革」の実施状況を 2019 年に
調査した 3）。対象は常時従業者 50 人以上の企業
で，約 2400 社から回答を得た。同調査では，フ
レックスタイム制度，テレワーク（在宅勤務）制
度，限定正社員制度（勤務地，職務）を採ってい
るかどうかを尋ねている。これらの制度を採用し
ている企業の割合は，フレックスタイム（20％），
テレワーク（6％），限定正社員（12％）で，さほ
ど高い数字とは言えない。企業特性との関係を見
ると，いずれの働き方も企業規模，生産性，平均
賃金と強い正の相関が観察された。また，テレワ
ークの採用率は，情報通信業の企業が顕著に多
く，また，東京に立地する企業が他の道府県と比
べて大幅に高かった。

以上を要約すると，働き方改革のタイプによっ
て違いがあるが，総じて大都市圏の大企業に勤め
る高学歴・高賃金のホワイトカラー労働者は，急
な残業を受け入れるなど拘束の強い働き方をして
いる反面，近年の「働き方改革」の恩恵を受け，
フレックスタイム，テレワークといった柔軟な働
き方をする余地も相対的に大きい傾向がある。

Ⅲ　柔軟な働き方と生産性──生産性と賃
金の均衡

柔軟な働き方が賃金に及ぼす影響は，それが生
産性をどう変化させるのかが一つのポイントであ
る。これは次節で述べる補償賃金とは別の基本的
なメカニズムであり，仮に柔軟な働き方が当該労
働者や企業全体の生産性を高めるならば，賃金上
昇に結び付くのは自然なことである。

一般に生産性が高い労働者ほど賃金が高く，ま
た，生産性の高い企業は平均賃金が高いという関
係がある。完全な一対一対応ではなく，マクロ的
な景気循環局面，労働市場制度や賃金決定メカニ
ズムによって生産性と賃金が乖離することはあ
る。しかし，長期的・大局的に見れば，賃金は労
働者の生産性の代理変数である。OECD 諸国を
対象とした最近のいくつかの研究も，生産性と賃
金の頑健な関係を確認している（Stansbury and 
Summers 2017; Berlingieri, Calligaris and Criscuolo 
2018）。筆者が日本企業のパネルデータを用いて
推計した結果によると，（賃金，生産性の）水準で
測っても変化率で測っても極めて強い正の関係が
確認され，生産性に対する賃金の弾性値は 0.5 ～
0.6 程度である。

柔軟な働き方が生産性に及ぼす効果に関する
研究としては，ワークライフ・バランスの観
点からの実証研究がいくつか存在する。Bloom, 
Kretschmer and Van Reenen（2011） は， ド イ
ツ，フランス，英国，米国の企業データを用いた
分析により，週労働時間，在宅勤務，仕事時間の
柔軟性，フルタイムとパートタイムの間の転換可
能性など WLB の採用と労働生産性の間には正の
相関関係があるが，「経営の質」が高い企業は生
産性が高く WLB も良好なため，経営の質の違い
をコントロールすると WLB と生産性の関係は消
失するという結果を示している。Yamamoto and 
Matsuura（2014）は，日本企業のパネルデータ
を用いた分析で，やはり WLB と生産性（TFP）
の間には正の相関関係があるものの，固定効果モ
デルにより観測されない企業の異質性をコントロ
ールするとこの関係は有意ではなくなるという結



論　文　柔軟な働き方は賃金をどう変化させるか

No. 723/October 2020 85

果を報告している。要すれば，いずれも WLB が
生産性を高める因果関係はないという結論であ
り，したがって WLB が生産性上昇を通じて賃金
を高めるとは言えないことになる。

フレックスタイムという「働く時間の柔軟性」
と生産性の関係に焦点を当てた研究もいくつかあ
り，これは先般の労働法改正で導入された「高度
プロフェッショナル制度」── 一定の要件を満
たす労働者に対して労働時間や割増賃金に関す
る労働基準法の適用を除外する制度─と関連があ
る。海外ではこうした労働時間管理の柔軟化が生
産性にプラスに働く可能性を示唆する研究がある
ものの，因果関係として一般化できるだけの結論
が得られているとは言えない（森川 2018）。

在宅勤務という「働く場所の柔軟性」に着目
した研究もいくつかあるが，最も良く知られて
いるのは Bloom et al.（2015）である。中国のコ
ールセンターのオペレーターを対象とした実証実
験の結果に基づき，在宅勤務が企業の全要素生
産性（TFP）にプラスの効果を持ったという結果
を示している。在宅勤務者の通話処理数（アウト
プット）増加とオフィス・スペース節約という資
本投入量減少が，TFP 上昇をもたらす 2 つのメ
カニズムである。一方，職場の同僚との間でのフ
ェイス・トゥ・フェイスの緊密で迅速なコミュニ
ケーション（＝チームワーク）が必要な英国の緊
急対応業務を対象にした研究は，オフィス勤務
が生産性にプラスの効果を持つことを示している

（Battiston, i Vidal and Kirchmaier 2017）。 す な わ
ち，同じオフィスの中の近接した場所で仕事する
ことが業務遂行の効率──緊急対応の迅速性──
を高める効果を持っており，複雑な情報交換が必
要な業務への在宅勤務導入には問題があると論じ
ている。ただし，いずれもかなり特殊な職種を対
象にした分析なので，ホワイトカラー一般の在宅
勤務の場合にどうなのかは何とも言えない 4）。

新型コロナの拡大を契機としてホワイトカラー
労働者全般に拡大した在宅勤務は，本来オフィス
で行った方が効率性が高い業務の遂行を制約した
ため，生産性の低下をもたらしたことを示す調査
結果が多い（パーソル総合研究所 2020; 日本生産性
本部 2020）5）。筆者が行ったインタビュー調査で

も，在宅勤務によって生産性が低下したとする人
が多く，オフィス勤務と比べた在宅勤務の主観的
生産性は平均約 70％だった（森川 2020b）。また，
2020 年 6 月に行ったサーベイに基づき，在宅勤
務実施者（雇用者の約 1/3）の回答を集計すると，
在宅勤務の生産性は平均値約 65％，中央値 70％
だった（森川 2020c）6）。ただし，在宅勤務の生産
性は業務の性質や自宅の執務環境に依存するた
め，生産性の分散は非常に大きい。

柔軟な働き方と生産性の関係は，性別，年齢，
学歴といった個人特性によって異なるかも知れな
い。この点について，筆者が 2020 年初めに行っ
た調査の結果を報告したい（表 1 参照）7）。勤務先
で働き方改革が進んでいると回答した人のうち，
仕事の効率性が上がったという人 12％，逆に下
がったという人 14％，変わらないという人が 73
％だった。あくまでも主観的な評価だが，全体と
して見ると最近の働き方改革が生産性を高めたと
は言えない。

個人特性別に見ると，性別や年齢による違いは
見られなかったが，四年制の大卒以上の人は仕事
の効率性が上がったという人が下がったという人
を上回っている。顕著なのは年収による違いであ
り，年収が 700 万円の前後でパタンが大きく異な
り，この水準よりも年収が高い人ほど仕事の効率
性が上がった人の割合が高くなる。高学歴者，高
所得者ほど，勤務先の働き方改革が進んでいると
回答する傾向が強いだけでなく，それによって仕
事の効率性が高くなったと認識している傾向が強
い。こうした関係は，産業，職種，雇用形態など
をコントロールしても確認される。逆に言えば，
所得が低い人，学歴が高くない人ほど働き方改革
の進展やそれによる仕事の生産性向上を実感して
いない。

なお，勤務先が人工知能（AI）やビッグデータ
を利用している人は，働き方改革が進展している
割合，その上で仕事の効率性が高まったと回答し
た割合が顕著に多かった。すなわち，働き方改革
を生産性向上に結び付ける上で，情報通信技術の
高度利用が媒介する可能性── AI と柔軟な働き
方の補完性─を示唆している（森川 2020a）。

労働者個人の生産性は，必ずしもチームや組
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織全体の生産性ではないことに注意する必要が
ある。ある労働者が柔軟に働くことは，同僚の
負担を増やしたり，チームのコミュニケーション
の効率を下げるなど負の外部効果を持つ可能性
があるからである。本節の最初に挙げた WLB と
生産性に関する分析は企業単位の分析なので，こ
うした外部効果を含む組織全体の生産性を計測し
ているが，個人単位の分析はそれを含んでいな
い。柔軟な働き方による同僚への負の外部効果を
計測した研究は少ないが，デンマークの小規模企
業を対象に育児休暇の影響を分析した Brenøe et 
al.（2020）は，従業員の育児休暇取得による企業
や同僚へのコストはネグリジブルであるという
結果を示している。フレックスタイムや在宅勤務
を対象とした外部効果のフォーマルな実証分析は
筆者の知る限り存在しないが，在宅勤務について
筆者が行ったインタビュー調査（森川 2020b）は，
外部効果の存在を示唆する結果であった。

賃金の上がり方との関係で本節の議論をまとめ
ると，柔軟な働き方が生産性を高めるならば，そ
の普及拡大は賃金を高めるが，逆ならば逆であ
る。さらなる研究が必要だが，これまでの実証研
究による限り柔軟な働き方が生産性を高める効果
を持つという因果的なエビデンスは乏しい。働く
時間や場所の柔軟化が生産性を高めるというのは
一部の労働者には当てはまるかも知れないが，広
範に及ぶと考えるのはおそらく幻想である。ま
た，柔軟な働き方は高学歴・高所得層に有利に働
くので，経済格差拡大的な性格を持つ可能性が高
い。ただし，柔軟な働き方が生産性を低下させる

という頑健なエビデンスもなく，それが従業者に
とってのアメニティ改善に寄与する可能性は高い
ので，賃金に直接影響する要因というよりは，賃
金以外の面での処遇改善（＝労働者の経済厚生の
観点からは実質的な賃金上昇）と理解した方が良い
と思われる。

Ⅳ　柔軟な働き方と補償賃金

柔軟な働き方と賃金をめぐるもう一つの大きな
論点が補償賃金（ヘドニック賃金）である。賃金
は労働者処遇のパッケージ（雇用契約）全体の中
で非常に重要な要素だが全てではない。雇用の安
定，仕事のやりがい，WLB の高さといった賃金
以外のアメニティが高ければ，労働者は多少賃
金が低くてもそうした仕事を選択する可能性があ
る。逆に，労災リスクが高い，雇用保障がない，
つまらない仕事は，ある程度賃金が割高でなけれ
ば受け入れない人が多い。いわゆる「3 Ｋ」の仕
事が典型である。補償賃金は，アメニティの高い
仕事に対して犠牲にしても良い賃金低下（WTP: 
willingness to pay），ディスアメニティを受け入
れるのに必要な追加的賃金（WTA: willingness to 
accept）である。

賃金以外の就労条件改善は，労働者の効用とい
う意味では実質的な賃金上昇と同様の意味を持つ

（森川 2019）。つまり補償賃金の観点からは，柔軟
な働き方を選好する労働者が増えれば，賃金と
は別の形で労働者に報いるケースが増えるので，

（生産性を一定とした場合）集計的な賃金の上がり

表１　働き方改革の進展と仕事の効率性
（単位：％）

勤務先の働き
方改革進展

（うち）仕事の
効率性向上

（うち）仕事の
効率性不変

（うち）仕事の
効率性低下

全サンプル 46.8 12.1 73.8 14.1

四年制大学以上 52.8 14.4 73.3 12.3

高専・短大以下 40.3 8.8 74.5 16.8

年収 700 万円以上 67.3 20.5 75.6 11.1

年収 700 万円未満 42.5 9.3 68.4 15.1

勤務先が AI 等を利用 87.0 28.4 62.5 9.2

注： 2020 年 1 月に行ったサーベイに基づく（N=3554 人）。仕事の効率性向上／不変／低下は，勤務先で
「働き方改革が進んでいる」と回答した人の中での比率。
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方が低くなるかも知れない。
それでは柔軟な働き方に対する（負の）補償賃

金はどの程度だろうか。補償賃金を測る方法とし
ては，①賃金関数の推計，②労働者へのサーベイ
による直接的な把握，③仕事選択の実験による計
測，④仕事満足度への賃金と賃金以外の仕事特性
の影響度の比較からの推計など様々な方法が用い
られている。ヘドニック賃金関数の推計は伝統的
に用いられてきた手法で，様々な働き方の賃金プ
レミアム／ディスカウントを計測するものだが，
高賃金の労働者ほど良好な労働条件を選好すると
いう内生性があるため，クロスセクション・デー
タでの賃金関数の推計結果は補償賃金を過小評価
するバイアスがありうることが指摘されている。
前節で見たように高所得の労働者ほど在宅勤務を
はじめとする柔軟な働き方を享受しており，単純
に賃金関数を推計するとアメニティに対する負の
補償賃金を過小評価し，場合によっては正の補償
賃金が計測されてしまうのである。

労働者が選好するアメニティへの（負の）補償
賃金は，育児休暇，フレックスタイム，柔軟な就
労スケジュール，在宅勤務などを対象とした推
計が多数ある。労働者が好まない働き方への（正
の）補償賃金も，長時間労働，夜間労働，シフト
ワーク，イレギュラーな勤務スケジュール，通勤
時間などを対象とした推計が行われている。いく
つかの研究は，性別，年齢，所得水準といった個
人特性によって補償賃金の異質性があることを明
らかにしている。

長時間労働（残業）という時間的な非柔軟性
に対しては，多くの国に割増賃金制度（overtime 
premium）が存在しており，法律上定められた
補償賃金プレミアムとも解釈できる。日本の場
合，時間外労働 25％（月 60 時間超は 50％）深夜
労働 25％，休日労働 35％が現在の割増賃金率で
ある 8）。割増賃金率は歴史的に引き上げられてき
ており，残業に対する労働者の WTA の高まり
を反映していると見ることもできる。

柔軟な働き方に対する負の補償賃金，柔軟でな
い働き方に対する正の補償賃金についての内外の
主な研究結果を例示したのが表 2 である。アメニ
ティ／ディスアメニティを説明変数にして現実の

データに基づいて賃金関数を推計したものが含ま
れているが，前述の通りセレクションの影響が入
り込むので，最近は仮想的な質問に基づくサーベ
イや実証実験に基づいて労働者の WTP や WTA
を推計する研究が主流になっている。同表の 1 及
び 2 は働く時間の柔軟性／非柔軟性，3 は働く場
所の柔軟性に関する研究例である。

働く時間の柔軟性に関しては，フレックスタイ
ム，裁量労働制，短時間労働のオプションとい
ったアメニティに対する負の補償賃金や労働者
の WTP が存在することが確認されている。例え
ば，Eriksson and Kristensen（2014）は，デンマ
ークの就労者を対象にしたサーベイ・データを使
用してロジット・モデルを推計し，フリンジ・ベ
ネフィット及び仕事のアメニティに対する WTP
を試算している。アメニティの一つとして仕事時
間の柔軟性を取り上げており，仕事の柔軟性と賃
金の間にはトレードオフが存在し，労働者は柔軟
な仕事時間に対して平均で賃金の約 12％を犠牲
にしても良いと考えていること，女性，高齢者，
就学前の子供を持つ人，高所得者で WTP が大き
いことを示している。Wiswall and Zafar（2018）
は，米国の大学生への仮想的選択のサーベイに基
づき，労働の柔軟性（短時間就労の選択可能性）を
含む各種の仕事特性への WTP を推計している。
その結果によると WTP の平均値は賃金の 5％だ
が，男性 1％に対して女性は 7％と男女差が大き
い。また，WTP の多寡が卒業後の仕事の選択と
システマティックな関係を持っていることを明ら
かにしている。

このほか Maestas et al.（2018）は米国におけ
る顕示選好実験のサーベイ・データに基づき，
He, Neumark and Weng（2019）は中国の職業紹
介のフィールド実験に基づき，就労時間の柔軟性

（自由度）に対する WTP が存在することを示し
ている。Datta（2019）は米国と英国で仕事選択
のサーベイを行い，就労時間の柔軟性に対して賃
金の 15％前後の WTP が存在し，米国と英国で
ほぼ同じ数字であるという結果を報告している。
表 2 を見るとわかるように，就労時間の柔軟性へ
の WTP の推計値の幅は比較的狭く，10％前後と
いう結果が多い 9）。
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逆に労働時間の非柔軟性に対する WTA を推
計するタイプの研究もいくつか存在する。代表例
が Mas and Pallais（2017）であり，米国のコール
センターの従業員採用の実証実験を行い，企業が
ショート・ノーティスで就労スケジュールを決定
する働き方を受け容れるために必要な賃金プレミ
アム（WTA）は，平均で賃金の 20％と推計する
とともに，WTA に男女差があることを示してい
る。

筆者は急な残業，休暇取得の不確実性という就
労スケジュールの非柔軟性に対する補償賃金を，
日本の就労者へのサーベイに基づいて計測した

（Morikawa 2018）。仮想選択に基づくものではな
く単純に WTA を尋ねたものである。結果は表 3
であり，平均的な WTA は 27％だが，分布を見
るとわかるように個人差が大きく，中央値（P50）
20％，90 パーセンタイル値は 50％である。つま
り労働者によっては柔軟性のない（＝拘束の強い）
働き方を受け入れるためには相当に大きな補償賃
金プレミアムが必要である。

WTA と個人特性の関係を見ると，女性の方が
男性よりも WTA が高いが量的な差はごく小さ
い。パートタイム労働者，契約社員は正社員・正

職員に比べて WTA が高いが，やはり量的な違
いは大きくない。同じデータセットを用いて賃金
関数を推計すると，就労スケジュールの非柔軟性
への賃金プレミアムが現実に存在することが確
認される。しかし，男性 6％，女性 12％なので
WTA に比べると小さい。

労働者から見た WTP/WTA が現実の労働市
場で実現するかどうかは，企業（労働需要）側の
WTP/WTA も影響する。日本企業に対するサー
ベイ（2019 年）によれば，企業側から見た就労ス
ケジュールの不確実性に対する適正な補償賃金
は，平均値 14％，中央値 10％だった 10）。企業－
従業者をリンクしたデータでの分析ではないため
単純に比較するわけにはいかないが，現実の労働
市場で観察される補償賃金は労働者側の WTP/
WTA と企業側の WTA/WTP の中間あたりに位

表２　働き方と補償賃金に関する実証研究例
（単位：％）

働き方 論文 対象 推計値 備考

1.
仕事時間の柔軟性（フ
レックスタイム , 裁量
労働 , 短時間勤務等）

Heywood, Siebert and Wei（2007） 英 ▲ 23 ～▲ 28 賃金
山本・黒田（2014） 日 ▲ 24 WTP
Eriksson and Kristensen（2014） デンマーク ▲ 12 ～▲ 13 WTP
Wiswall and Zafar（2018） 米・学生 ▲ 5 WTP
Maestas et al.（2018） 米 ▲ 9 WTP
He, Neumark and Weng（2019） 中 ▲ 3 WTP
Datta（2019） 英・米 ▲ 14 ～▲ 15 WTP

2.
就労スケジュールの
非柔軟性 , 非典型的な
時間帯の労働

Kostiuk（1990） 米 11 ～ 18 賃金
Lanfranchi et al.（2002） 仏・男性ブルーカラー 16 賃金
Felfe（2012） 独・女性 43 ～ 53 WTA
Mas and Pallais（2017） 米・コールセンター 20 WTA
Morikawa（2018a） 日 27 WTA
Morikawa（2018a） 日 6 ～ 12 賃金
Chen et al.（2019） 米・Uber 運転手 54 ～ 178 WTA

3.
働く場所の柔軟性（在
宅勤務等）

Oettinger（2011） 米 ▲ 1 ～▲ 26 賃金
Mas and Pallais（2017） 米・コールセンター ▲ 8 WTP
Maestas et al.（2018） 米 ▲ 4 WTP
He, Neumark and Weng（2019） 中 ▲ 9 WTP
Datta（2019） 英・米 ▲ 23 ～▲ 26 WTP

注： 備考の「賃金」は現実の賃金プレミアム／ディスカウントの推計値，「WTP」及び「WTA」は仮想的なサーベイや実証
実験に基づく支払意思額の推計値。

表３　就労スケジュールの不確実性に対するWTA

 Mean P10 P50 P90

男女計 27.4 5 20 50

男性 27.0 5 20 50

女性 28.0 10 20 50

注： 2017 年 11 月に行ったサーベイに基づく（N=6856 人）。P10, 
P50, P90 はパーセンタイル値。
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置しているようである。
働く場所の柔軟性に対する補償賃金についての

研究の多くは，在宅勤務（テレワーク）を対象と
したものである 11）。Ⅱで見た通り，在宅勤務を
行っている労働者は観測可能な個人特性をコント
ロールした上で賃金が高いので，クロスセクシ
ョンでの単純な賃金関数の推計はセレクション
の影響を免れない。新型コロナの拡大に伴って
主要国で在宅勤務が急拡大しているが，表 2 に
挙げたのはそれ以前の「平時」における研究で
ある。前出の Mas and Pallais（2017），Maestas 
et al.（2018），He, Neumark and Weng（2019），
Datta（2019）は，働く時間の柔軟性だけでなく
在宅勤務に対する WTP も推計しており，いず
れも在宅勤務に対する有意な WTP を報告して
いる。ただし，20％を超える WTP を示す Datta

（2019）を例外として 10％未満なので，量的には
さほど大きくない。

以上を要約すると，柔軟な働き方に対する労働
者の WTP が存在することは間違いない。分析対
象とする柔軟性の性質，分析に使用するサンプ
ル，分析手法によって数字には違いがあるが，平
均的には総賃金の 10 ～ 20％という WTP を見出
すものが多い。柔軟な働き方とそうでない働き方
が併存する職場の場合，労働者の公平感の観点か
らある程度の賃金差を設けることが，柔軟な働き
方を普及するために必要となる可能性を示唆して
いる。ただし，WTP の個人間での異質性は非常
に大きく，柔軟な働き方への WTP が非常に高い
人からゼロに近い人まで大きな幅がある。女性，
高齢者，パートタイム労働者，高所得者は柔軟な
働き方への選好が相対的に強い傾向があるが，同
じ属性の中での個人差の方が大きい。

本特集の関心事である賃金の上がり方との関係
で言うと，雇用契約全体のパッケージの中で賃金
よりも働き方のアメニティを重視する労働者が増
えていくと，賃金の上昇率が抑制される可能性が
あることを示唆している。先行研究をベースに量
的な概算すると，仮に柔軟な働き方をする労働者
割合が 10％ポイント程度多くなると，集計的な
賃金が 1 ～ 2％程度低くなりうるというマグニチ
ュードである。

特に女性や高齢者の就労率が高くなるのに伴っ
て，賃金よりも柔軟な働き方を重視する傾向が強
まると考えられる。ただし，これは労働者の選好
を反映したものであり，アメニティ向上の対価
として賃金上昇率が鈍化することが労働者の経済
厚生を低下させるわけではない。別の言い方をす
ると，労働者の経済厚生を測る指標という意味で
は，賃金だけを見るべきではない。

Ⅴ　お わ り に

本稿は，柔軟な働き方が賃金に影響するメカニ
ズムとして，①生産性と賃金の均衡，②働き方の
違いに対する補償賃金という 2 つの視点から，こ
れまでの研究を通じてわかってきたことを概観し
た。フレックスタイムなど働く時間の柔軟性，在
宅勤務に代表される働く場所の柔軟性に焦点を当
てて整理した。

新型コロナの拡大，それに伴う外出自粛を契機
に，在宅勤務や時差出勤が急拡大している。有効
なワクチンが開発・普及するか集団免疫が実現し
て新型コロナが終息するまでは，対人接触の頻度
を少なくする「新しい生活様式」が続くだろう。
加えて，多くの就労者が在宅勤務を経験した「履
歴効果」により，新型コロナ終息後も完全に以前
の働き方に戻ることは考えにくい。現時点では在
宅勤務とオフィス勤務の間に賃金差を設けている
企業はほとんどないが，生産性や補償賃金の観点
から，在宅勤務者の賃金をどう設定すべきかは現
実的に重要な課題になっていくだろう。

筆者は，新型コロナの影響で突然行われるよう
になった在宅勤務の生産性について調査を進めて
いる（森川 2020b；c）。在宅勤務によるマイナス
の影響が少ない職種や個人を対象として平時に導
入された在宅勤務とは異なり，コロナ危機後に急
増した在宅勤務ではオフィス勤務に比べて生産性
が低くなるケースが多い。リモート会議，職場の
サーバーへのリモート・アクセスなど在宅勤務の
インフラ整備，学習効果を通じた遠隔就労のスキ
ル向上は期待されるし，オフィスでなければでき
ない業務も企業努力である程度減らせるだろう。
しかし，フェイス・トゥ・フェイスでの効率的な
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コミュニケーションやアイデア創成の価値は残る
し，個室の有無，小さい子供の有無など自宅の執
務環境には個人差が大きい。在宅勤務の生産性は
平均的にはオフィス就労の 70 ～ 80％程度に収斂
していくのではないだろうか。

こうした事情を考えると，生産性と賃金の均衡
という観点からは，在宅勤務の大幅な拡大は集計
的な賃金上昇率を低くする可能性が高い。いずれ
にせよ，広範な労働者を対象に在宅勤務を定着さ
せていくためには，個々の労働者の在宅勤務の生
産性をいかに計測し，それを賃金にどう反映させ
ていくかが重要な課題になる。一方，補償賃金の
観点からは，希望して在宅勤務を行う労働者の相
対賃金は，（生産性が同じだとするならば）オフ
ィス労働者に比べて 10％程度低くなってもおか
しくない。これはあくまでも相対賃金なので，仮
にオフィス勤務者の賃金上昇，在宅勤務者の賃金
低下の組み合わせという形で相対賃金の調整が行
われるならば，集計的な賃金上昇率には影響がな
いかも知れない。しかし，仮に在宅勤務というア
メニティを志向する労働者の構成比が高まるなら
ば，集計的な平均賃金を押し下げる要因として働
く可能性もある。

＊本稿で使用した個人及び企業へのサーベイはいずれも科学研
究費補助金（16H06322, 18H00858）の助成を受けて行ったも
のである。

 1）経済産業研究所「平成 29 年度経済の構造変化と生活・消費
に関するインターネット調査」（2017 年 11 月）で，回答者数
は 10,041 人である。詳しくは Morikawa（2018a, b）参照。

 2）経済産業研究所「経済の構造変化と生活・消費に関するイ
ンターネット調査・フォローアップ調査」（2020 年 1 月）で，
回答者数は 5553 人，うち就労者は 3554 人である。同調査の
詳細は森川（2020a）参照。

 3）経済産業研究所「平成 30 年度経済政策と企業経営に関する
アンケート調査」（2019 年 1 ～ 3 月）である。

 4）日本では，Kazekami（2020）が 2017 年及び 2018 年のサー
ベイ・データを使用し，テレワーク時間が長いほど労働者の
生産性（時間当たり賃金）が高いが，テレワーク時間が多く
なり過ぎると生産性が低くなるという逆Ｕ字型の関係がある
という結果を報告している。

 5）日本生産性本部（2020）は，在宅勤務で仕事の効率が低下
した人が多い一方，在宅勤務に満足している人が多いという
結果も示している。この点はⅣで述べる補償賃金の問題に関
連がある。

 6）経済産業研究所「経済の構造変化と生活・消費に関するイ
ンターネット調査・フォローアップ調査」（2020 年 6 月）で，
回答者数は 5105 人，うち就労者は 3324 人である。

 7）Ⅱで用いたのと同じインターネット調査である。
 8）1 カ月 60 時間を超える場合の割増賃金率 50％は，中小企業

には免除されているが，2023 年には中小企業も適用対象とな
る予定である。

 9）米国の Uber 運転手を対象とした Chen et al.（2019）は，
働く時間に柔軟性がない場合の WTA は極めて高く，賃金が
2 倍以上でなければ選択しないという結果を報告している。
働く時間の自由度への選好が強い労働者がこの仕事を選んで
いることを示唆している。Berger et al.（2019）も，英国の
Uber 運転手の多くは時間の自律性・柔軟性への選好が強く，
生活満足度が高いことを示している。

10）Ⅱで用いたのと同じ企業サーベイである。
11）表には掲載していないが，長時間通勤に対する WTA を推

計した研究もかなり存在する。ただし，通勤時間は居住地の
選択という労働者自身の意思決定にも依存することに注意が
必要である。
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